
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
等
に
関
す
る
件 

政
府
は
、
「
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
」
を
施
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
べ
き

で
あ
る
。 

一 

本
法
律
が
、
「
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、
環
境
の
保
全
並
び
に
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
原
子
力
規
制
行
政
に
当
た
っ
て
は
、
推
進
側
の
論
理
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
民
の
安
全
の
確
保
を
第
一
と
し
て
行

う
こ
と
。 

二 

原
子
力
規
制
庁
の
職
員
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
本
法
律
が
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
の
独
立
性
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
全
て
の
職
員
に
原
子
力
利
用
の
推
進
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
行
政
組
織
へ
の
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
施
行
後
五
年
以
内
に
あ
っ
て
も
、
可
能
な
限
り
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
た
人
事
を
行
う
こ
と
。 

三 

原
子
力
安
全
規
制
の
専
門
技
術
的
事
務
を
担
う
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
の
統
合
は
、
一
体
的
な
原
子
力
安
全
規
制
行
政
の

確
保
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
統
合
の
た
め
の
法
制
上
の
措
置
が
可
能
な
限
り
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
関
係
の
行
政
機
関
が
一
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
当
た
っ
て
は
、
現
在
の
給
与
水
準
の
確
保
及
び
専
門
的
な
知
識
及
び
経
験
を
要

す
る
職
務
と
責
任
に
応
じ
、
資
格
等
の
取
得
の
状
況
も
考
慮
し
た
給
与
の
体
系
の
整
備
そ
の
他
の
処
遇
の
充
実
の
た
め
の
措
置
を
行
う
こ
と
。 

四 

原
子
力
安
全
規
制
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
職
員
の
原
子
力
安
全
に
関
す
る
能
力
等
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
国
際
機
関
や
国
内
外
の
大
学
や
研
究
機
関
と
の
人
事
交
流
や
職
員
の
研
修
制
度
の
充
実
の
た
め
の
措
置
を
行
う
こ
と
。 



五 

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
お
い
て
は
、
緊
急
事
態
応
急
対
策
拠
点
施
設
、
い
わ
ゆ
る
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
が
機
能
し

な
か
っ
た
反
省
に
鑑
み
、
原
子
力
防
災
対
策
に
関
し
現
地
で
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
を
原
子
力
施
設
か
ら

適
切
に
離
れ
た
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
場
所
は
、
原
子
力
施
設
近
傍
の
原
子
力
災
害
を
受
け
な
い
場
所
に
第
二
オ
フ
サ
イ
ト

セ
ン
タ
ー
を
新
設
す
る
の
で
は
な
く
、
県
庁
等
の
関
係
者
の
参
集
が
容
易
な
交
通
手
段
が
整
い
、
情
報
収
集
や
指
示
・
命
令
の
情
報
伝
達
を

行
う
通
信
の
確
保
が
図
り
や
す
い
場
所
を
基
本
と
す
る
こ
と
。 

六 

原
子
力
災
害
に
お
い
て
、
避
難
が
遅
れ
た
住
民
の
安
全
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
放
射
線
防
護
の
た
め
の
一
次
避
難
が
行
え
る
施
設
を

整
備
す
る
こ
と
。 

七 

今
回
の
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
か
ら
、
緊
急
時
の
防
災
は
平
時
か
ら
防
災
に
対
す
る
備
え
が
重
要
で
あ
る
と
の
教
訓
を

得
た
こ
と
に
鑑
み
、
原
子
力
防
災
会
議
と
原
子
力
規
制
委
員
会
は
平
時
か
ら
緊
密
な
連
携
関
係
を
構
築
し
、
防
災
体
制
の
一
体
化
を
図
る
こ

と
。 

八 

内
閣
に
置
か
れ
る
原
子
力
防
災
会
議
及
び
そ
の
事
務
局
長
、
事
務
局
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
災
害
を
含
む
大
規
模
災
害
へ
の
対

処
に
当
た
る
政
府
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
抜
本
的
な
見
直
し
の
方
向
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
行
わ
れ

る
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
行
政
組
織
に
関
す
る
検
討
と
併
せ
て
、
そ
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。 

九 

地
方
公
共
団
体
、
住
民
等
が
編
成
す
る
地
域
の
組
織
と
、
国
、
原
子
力
事
業
者
及
び
関
係
行
政
機
関
等
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制
を
整

備
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
原
子
力
透
明
化
法
に
規
定
さ
れ
る
地
域
情
報
委
員
会
制
度
等
、
諸
外
国
の
事
例
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
望



ま
し
い
法
体
系
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
こ
と
。 

十 
第
十
一
条
第
四
項
の
内
部
規
範
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
以
下
の
各
点
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

１ 

委
員
長
若
し
く
は
委
員
個
人
の
研
究
又
は
そ
の
所
属
す
る
研
究
室
等
に
対
す
る
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
、
そ
の
在
任

中
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
就
任
前
直
近
三
年
間
に
つ
い
て
も
、
寄
附
者
及
び
寄
附
金
額
を
公
表
す
る
旨
の
規
定 

２ 

委
員
長
又
は
委
員
が
、
そ
の
在
任
中
、
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
旨
の
規
定 

３ 

委
員
長
又
は
委
員
に
就
任
し
た
者
が
研
究
を
指
導
し
て
い
た
学
生
の
原
子
力
事
業
者
へ
の
就
職
に
つ
い
て
、
そ
の
原
子
力
事
業
者
名
、

事
業
者
ご
と
の
就
職
者
数
等
を
公
表
す
る
規
定 

十
一 

原
子
力
規
制
委
員
会
が
行
う
原
子
力
事
故
の
原
因
の
調
査
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
行
政
に
お
い
て
過
去
に
原
子
力
事
故

や
ト
ラ
ブ
ル
の
隠
蔽
が
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
に
立
ち
、
事
故
等
の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
に
対
し
、
速
や
か
に
全
て
の
情
報
を

公
開
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
う
こ
と
。 

十
二 

国
家
公
務
員
を
新
規
に
採
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
庁
に
十
分
な
人
材
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
、
一
定
の
採
用
枠
を
確
保
す

る
等
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

  

右
決
議
す
る
。 

 


